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救
急
車
を
適
正
利
用
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

※
救
急
車
到
着
後
、
救
急
救
命
士
が
症
状
を
観
察
し
ま
す
。
緊
急

性
・
重
症
性
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
救
急
隊
が
病
院
を

手
配
し
、
自
家
用
車
等
で
病
院
を
受
診
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※
救
急
要
請
時
に
、「
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」

と
言
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
、
か

つ
、
赤
色
灯
を
点
け
る
こ
と
が
救
急
車
の
要
件
と
し
て
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ご
要
望
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。

○
近
年
、
症
状
に
緊
急
性
が
無
く
て
も
、｢

交
通
手
段
が
な
い
」

｢

便
利
だ
か
ら
」｢

困
っ
て
い
る
か
ら
」
と
救
急
車
を
呼
ぶ
ケ
ー

ス
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
救
急
車
や
救
急
医
療
は
限
り
あ

る
資
源
で
す
の
で
、
適
正
利
用
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
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末
年
始
の
交
通
事
故
防
止
運
動

■
期
間　

12
月
21
日
（
土
）
〜
平
成
26
年
１
月
３
日
（
金
）

　

年
末
年
始
は
、
人
や
車
の
動
き
が
慌
た
だ
し
く
な
る
と
と
も

に
、
飲
酒
の
機
会
も
増
え
、
重
大
な
交
通
事
故
の
発
生
が
懸
念

さ
れ
る
時
期
で
す
。
熊
本
県
交
通
安
全
推
進
連
盟
を
中
心
に
、

次
の
と
お
り
「
年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止
運
動
」
が
行
わ
れ

ま
す
。

■
運
動
の
重
点

　

１　

飲
酒
運
転
の
根
絶

　

２　

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　

３　

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
全
席
着
用
の

徹
底

　

４　

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

■
運
転
者
は

　

○
飲
酒
運
転
の
悪
質
性
・
危
険
性
を
認
識
し
ま
し
ょ
う

　

○
高
齢
者
や
子
ど
も
の
歩
行
者
な
ど
に
対
し
て
、
思
い
や
り

の
あ
る
運
転
に
努
め
ま
し
ょ
う

■
家
庭
で
は

　

○
飲
酒
運
転
の
危
険
性
や
結
果
の
重
大
性
に
つ
い
て
話
し
あ

い
、
飲
酒
運
転
を
し
な
い
・
さ
せ
な
い
・
許
さ
な
い
環
境

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

○
夕
暮
れ
時
や
夜
間
の
外
出
時
に
は
、
明
る
い
服
装
や
反
射

材
用
品
等
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

　

○
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
全
席
着
用
を
習

慣
づ
け
ま
し
ょ
う

○
公
的
年
金
収
入
の
あ
る
人
の
確
定
申
告

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い

て
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

①　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②　

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.

go.jp/

）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
阿
蘇
税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
法
定
調
書
の
提
出
は
１
月
31
日
ま
で

　

給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用
料
等
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、

支
払
先
の
住
所
、
氏
名
、
支
払
金
額
等
を
記
載
し
た
源
泉
徴
収
票

や
支
払
調
書
等
（
総
称
し
て
「
法
定
調
書
」
と
い
い
ま
す
）
に
、

法
定
調
書
合
計
表
を
添
え
て
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
法
定
調
書
は
、
利
子
、
配
当
等
の
一
部
を
除
き
、
１
年
間

の
支
払
分
を
取
り
ま
と
め
て
提
出
す
る
も
の
で
、
平
成
25
年
中
の

支
払
に
係
る
法
定
調
書
の
提
出
は
、
平
成
26
年
１
月
31
日
（
金
）

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
誤
り
の
な
い
よ
う
正
確
に
記
載
し
、
期

限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

法
定
調
書
の
提
出
は
、
①
「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
」
、
②
光
デ
ィ
ス
ク
等
（
Ｃ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
等
）
を

利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
法
定
調
書
の
枚
数
が
千
枚
以
上
の
場
合
は
、
光
デ
ィ
ス

ク
等
又
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
提
出
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
定
調
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.nta.go.jp

）
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
阿
蘇
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

こんな症状がみられたら、ためらわずに119番に連絡してください！
重大な病気やけがの可能性があります。

頭顔

胸や背中

腹
手足

・顔半分が動きに
くい

・顔半分がしびれ
る

・ろれつがまわり
にくい

・顔色が明らかに
悪い

・突然のしびれ

・手足に力が入ら
ない

・突然の激しい頭
痛

・支えなしで立て
ない

・突然（持続する）
の激しい腹痛

・吐血、下血

・突然の激痛
・胸が締め付けら
れるような痛み
が２～３分続く

・急な息切れ、
　呼吸困難


